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わ
が
国
で
被
害
者
の
支
援
を
目
的
と
し
た
法
制
度
が
整
備
さ
れ

た
の
は
、
一
九
八
〇
年
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
が
制
定

さ
れ
、
翌
年
の
八
一
年
に
犯
罪
被
害
給
付
制
度
（
犯
給
制
度
）
が

発
足
し
た
の
が
最
初
で
あ
り
ま
す
。
犯
給
制
度
は
、
通
り
魔
殺
人

等
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
被
害
者
の
遺

族
や
重
い
障
害
を
負
わ
さ
れ
た
被
害
者
に
対
し
て
、
社
会
の
連
帯

共
助
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
国
の
一
般
財
源
か
ら
給
付
金
を
支
給

し
て
、
被
害
者
の
経
済
的
・
精
神
的
打
撃
の
緩
和
を
図
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
刑
事
司
法
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
被
害
者
の
遺
族
ま
た
は
重
障
害
者
の
申
請
に
よ

る
都
道
府
県
の
公
安
委
員
会
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
遺
族
給
付
金
で

は
最
高
八
〇
〇
万
円
、
障
害
給
付
金
で
は
最
高
九
五
〇
万
円
を
支

給
す
る
と
い
う
制
度
で
し
た
。
な
お
、
犯
給
制
度
は
発
足
前
の
被

害
者
や
そ
の
遺
児
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
問
題
と
な

り
、
一
九
八
一
年
に
、
警
察
官
や
経
済
界
か
ら
の
寄
付
を
募
っ
て
、

警
察
庁
の
外
郭
団
体
と
し
て
財
団
法
人
犯
罪
被
害
者
救
援
基
金
が

設
立
さ
れ
、
犯
罪
被
害
者
の
遺
児
に
対
し
て
奨
学
金
を
給
付
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
今
年
で
三
九
年
に
な
り
ま
す
が
、
現
在
、
月

額
＝
小
学
生
一
万
円
、
中
学
生
一
万
二
千
円
、
高
校
生
（
国
公
立
）

一
万
七
千
円
、
高
校
生
（
私
立
）
二
万
五
千
円
、
大
学
生
（
国
公

立
）
二
万
五
千
円
、
大
学
生
（
私
立
）
三
万
円
を
給
付
し
て
い
ま

す
。こ

う
し
て
、
私
が
一
九
七
五
年
に
「
犯
罪
被
害
者
と
補
償
〜
い

わ
れ
な
き
犠
牲
者
の
救
済
〜
」（
日
本
経
済
新
聞
社
）
を
刊
行
し

て
問
題
を
提
起
し
て
か
ら
二
五
年
が
経
過
し
て
、
日
本
で
初
め
て

の
被
害
者
に
対
す
る
経
済
的
支
援
が
実
現
し
た
の
で
す
。そ
の
後
、

犯
給
制
度
は
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
三
年
に
抜
本
的
に
改
正
さ

れ
、
法
律
の
名
称
も
、「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ

る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
と
な
り
ま
し
て
、
現

在
は
、
遺
族
給
付
金
の
最
高
支
給
額
は
、
二
，
九
六
四
万
五
千
円
、

障
害
給
付
金
三
，
九
七
四
万
四
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ

か
、
新
た
に
重
傷
病
給
付
金
が
設
け
ら
れ
、
障
害
が
残
ら
な
か
っ

た
場
合
に
も
一
〇
二
万
円
を
限
度
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
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し
か
し
、
前
号
で
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
被
害
者
の
苦
し
み

は
、
経
済
的
な
損
失
や
困
窮
に
留
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

警
察
や
検
察
の
捜
査
、
裁
判
の
過
程
に
お
け
る
精
神
的
な
負
担
、

世
間
の
無
責
任
な
う
わ
さ
、
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
や
報
道
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
な
ど
、
様
々
な
問
題
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
す
。
被
害
者

に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
む
し
ろ
被
害
者
が
陥
っ
て
い
る
精
神
的

な
苦
し
み
対
す
る
支
援
な
の
で
す
。

犯
罪
被
害
者
の
苦
し
み
に
対
す
る
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
有
識
者
か
ら
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
わ
が
国
で

本
格
的
な
支
援
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
一
年
の
一
〇
月

三
日
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
犯
給
制
度
発
足
一
〇
周
年
記
念
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
あ
り
ま
し
た
。
私
も
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加

し
た
の
で
す
が
、
被
害
者
遺
族
と
し
て
参
加
し
た
大
久
保
恵
美
子

さ
ん
は
、
ご
自
分
の
経
験
を
披
歴
し
、
犯
罪
被
害
者
支
援
の
確
立
、

特
に
精
神
的
支
援
の
必
要
性
を
切
々
と
訴
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

の
訴
え
に
早
速
反
応
し
た
の
は
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
授
ら
で

あ
り
、
一
九
九
二
年
に
、
ご
く
小
規
模
な
が
ら
「
犯
罪
被
害
者
相

談
室
」
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
当
時
私
が
理
事
長
を
し
て

い
た
日
本
被
害
者
学
会
は
犯
罪
被
害
者
の
実
態
調
査
を
試
み
、
そ

の
成
果
を
公
表
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
民
間
の
動
き
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
、
警
察
庁
は
、

一
九
九
五
年
に
「
被
害
者
対
策
要
綱
」
を
制
定
し
、
警
察
は
、
従

来
、
被
疑
者
の
捜
査
を
中
心
に
行
動
し
て
き
た
た
め
に
被
害
者
対

策
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
た
嫌
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
省
し
、
犯
罪

被
害
者
対
策
も
警
察
の
設
置
目
的
に
基
づ
く
本
来
の
業
務
で
あ
る

こ
と
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
次
被
害
の
防
止
を
正
面

か
ら
謳
い
、
被
害
者
の
救
援
、
相
談
窓
口
の
設
置
と
い
っ
た
被
害

者
対
策
を
要
綱
に
盛
り
込
み
ま
し
た
。

捜
査
上
、
犯
罪
被
害
者
は
真
っ
先
に
疑
わ
れ
る
立
場
に
あ
り
、

警
察
官
の
態
度
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
被
害
者
対
策
要
綱

が
で
き
て
か
ら
、
警
察
の
対
応
は
大
き
く
変
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

警
察
の
対
応
と
平
行
し
て
、
検
察
や
裁
判
所
の
態
度
も
変
わ
り

ま
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
、い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
被
害
者
保
護
二
法
」

が
制
定
さ
れ
ま
し
て
、
刑
事
手
続
き
の
中
で
犯
罪
被
害
者
の
心
情

な
ど
に
適
切
に
配
慮
す
る
た
め
に
、
検
察
庁
で
は
被
害
者
通
知
制

度
に
加
え
て
、「
被
害
者
支
援
員
」
制
度
を
設
置
し
、
様
々
な
相

談
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
法
廷
へ
の
案
内
、
付
き
添
い
等
の
支
援

活
動
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、

法
廷
内
で
被
告
人
と
被
害
者
で
あ
る
証
人
と
が
お
互
い
に
直
接
顔

を
合
わ
せ
ず
に
済
む
遮
蔽
措
置
を
講
ず
る
制
度
、
ビ
デ
オ
リ
ン
ク

方
式
（
映
像
と
音
声
を
モ
ニ
タ
ー
で
き
る
装
置
）
を
導
入
す
る
と

い
っ
た
、
証
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
な
ど
が
講
じ
ら
れ
ま
し

た
。こ

れ
等
の
ほ
か
に
も
、
被
害
者
支
援
の
制
度
が
誕
生
し
て
い
ま

す
が
、
被
害
者
の
人
権
に
と
っ
て
決
定
的
な
法
律
は
、
次
号
で
検

討
す
る
二
〇
〇
七
年
制
定
の
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
」
で
す
。


